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＜ご退職挨拶＞  

「産業社会学部での 37 年を振り返って，  

皆さまの支援に感謝」  
 

竹濱  朝美  
 

 
 
 

 

 

 

 

◆再生可能エネルギー・環境研究に

入った契機  
 
このたび， 2026 年 3 月で，定年

退職を迎えることになりました。37
年という長い時間を，立命館産業社

会学部でお世話になりました。あり

がとうございました。  
 
1989 年に消費経済論 という科目

の担当者として採用されました。そ

の 後 ， カ リ キ ュ ラ ム 改 変 も あ っ て ，

環境社会論、環境ライフスタイル論，

国際環境政策論，現代環境論，大学

院の環境社会研究など，主に，環境

系 の 科 目 を 担 当 さ せ て い た だ き ま

した。   
  
社会学研究科出身の私ですが，高

校 の 時 は 理 系 の 学 生 で あ っ た こ と

から，環境配慮製品，気候変動対策，

再生可能エネルギー政策，グリーン

コ ン シ ュ ー マ ー に 関 心 を も っ て い
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ました。学部から，環境科目を講義

す る 機 会 を 与 え て い た だ い た こ と

は，私にとって，実に貴重な経験に

なりました。  
 
明確に，気候変動対策・再生可能

エ ネ ル ギ ー 政 策 を 研 究 す る よ う に

なったのは，イギリスの Sussex 大

学で客員研究員をしていた 2005 年

に，気候変動予測の一つのグラフを

見たことが契機になりました。  
2005 年に，当時の労 働党政権の

環境農業大臣 Margaret Beckett  氏
が中心となって，IPCC の AR4(第四

次 報 告 書 )の 科 学 者 陣 を 招 い て ， イ

ギ リ ス 南 西 部 の Exeter で ，

"Avo id ing Dangerous Cl imate  
Change"「危険な気候変動を回避す

る」と題する国際気候変動会議を開

催しました。会議の内容は BBC ニ

ュースを通じて報道されました。そ

の時，Dr. Malte  Meinshausen によ

る  "On the  Risk of  Overshoot ing  
2°C" ( 1 )  と 題 す る グ ラ フ を 見 た こ

とが，私が，気候変動対策，再生可

能 エ ネ ル ギ ー 政 策 を 研 究 す る 転 換

点となりました。  
 
Dr.  Meinshausen の発表は，世界

の主要な 11 本の気候変動予測モデ

ルについて，気候感度の確率密度分

布 ( c l imate  sensitiv i ty  probabi l i ty )
を再計算したもので，温室効果ガス

濃度が何 ppm になったら，産業革

命前の気候に比べて，全球地上平均

気温は何度に上昇するのか，11 本の

モデルは，気温上昇 2 度を突破する

リスクを，どの程度に予測している

のかを計算したものでした。  
 
Dr.  Meinshausen のグラフは，温

室 効 果 ガ ス 濃 度 が 450ppm に な る

と， 2 度上昇に達する確率は 50-50
に な っ て し ま う こ と を 示 し て い ま

した。これは，それまでの気候変動

科 学 で 考 え ら れ て い た 温 室 効 果 ガ

ス 550ppm よりも，はるかに低い濃

度 で ， 2℃に 到 達 す る こ と を 示 す も

のでした。衝撃的なグラフでした ( 2 )。 
 
当時，私は，子供を連れて，イギ

リ ス 南 部 の ブ ラ イ ト ン で 留 学 生 活

を送っており，インターネットに発

表された報告を見て，自分が考えて

いたよりも，気候変動の状況がはる

かに悪いことを知り，衝撃を受けま

した。  
 
BBC ニ ュ ー ス が 流 れ る リ ビ ン グ

で，子供は，私の脇で寝ていました。

Dr.  Meinshausen や そ の 他 の 研 究

発表を伝える BBC 特集をぼんやり

と聞きながら，私は，子供の小さな

背中を見ていました。自分の子供や

子 供 た ち の 世 代 が 生 き て い く 未 来

の気候を思い浮かべて，自分には何
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ができるのだろうと，ぼんやりと考

えていました。これ以降，私は，気

候変動対策，再生可能エネルギー政

策を研究するようになりました。  
 
＊ Meinshausen の 研 究 は , そ の

後，さらに精緻化されて，下記の (1)、
(2)文献に所収されている。  
 
 
 
◆再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 分 野 の 人 材

育成の模索  
 

産業社会学部で，環境関連科目を

担当できる機会を得たことは，実に

楽 し い 環 境 研 究 の 時 間 と な り ま し

た。特に，企画研究や環境ゼミナー

ル，ゼミナール演習などの少人数ク

ラスでは，バイオマス・メタン発酵，

バ イ オ ガ ス 発 電 シ ス テ ム や 水 力 発

電の視察，地熱発電システムの現地

調査など，多くの企画を行うことが

でき，学生との楽しい時間を共有さ

せてもらいました。  
 
2011 年の福 島第 一原 発の 事故の

後，再エネ特措法 (FIT・FIP 制度 )が
導入されてからは，日本でも，再生

可能エネルギー関連ビジネス，低炭

素 技 術 に 関 す る ビ ジ ネ ス が 数 多 く

発達しました。このため，ここ数年

は，再エネ関係・エネルギー関係の

業 務 に 就 職 で き る 学 生 を 増 や し た

いと考えるようになりました。  
そこで，ゼミナールでは，学生の

就職活動準備を兼ねて，主要企業の

環 境 報 告 書 や エ ネ ル ギ ー の 統 計 デ

ー タ の 分 析 を 学 生 に 練 習 さ せ る こ

と，電力小売り会社や再エネ関連企

業，脱炭素先行地域の補助金を受け

た自治体から，ゲストスピーカーを

頼んで，再エネ関連の仕事の現実を

紹 介 す る セ ミ ナ ー な ど を 企 画 す る

ようにしました。  
 
ゼ ミ ナ ー ル や 企 画 研 究 の 授 業 を

通じて，学生と一緒に，地熱発電や

水力発電を見学し，木質バイオマス

熱利用や食品ゴミからバイオマス・

メタン発酵・ガス発電のシステムの

現 地 調 査 を 体 験 さ せ て も ら い ま し

た。  
学生さんと調査に出かけると，教

室 で は 気 が 付 か な か っ た 学 生 の 多

様な側面を発見できて，学生の成長

を実感できることも，楽しい経験で

した。私は，方向感覚や地理，電車

の予定計画などが全く弱いので，地

域 調 査 の 時 間 計 画 や 電 車 予 約 で は ，

学生にずいぶん助けてもらい，彼ら

の 頼 も し さ を 見 せ て も ら い ま し た 。

教員として，幸せな時間を過ごすこ

とができたと思います。  
 
 



5 
 

◆女性研究者と育児のバランス  
 

女性教員としても，学部の教職員

の皆様に，多大な支援をいただいて，

教育，研究と子育てを両立すること

ができたことも、ありがたい思い出

です。  
私 が 教 員 と し て 立 命 館 大 学 に 就

職した当時，産業社会学部の教員の

なかで，女性教員は，非常に少ない

時 代 で し た 。 昔 は ， 立 命 館 大 学 に 、

二部 (夜間コース）があり，二部の授

業 (6 時～ 9 時 )の当番が回ってくる

ことがありました。  
 
子 供 が 小 学 2 年 ぐ ら い の こ ろ だ

ったと思いますが，子供を大学の研

究室に残して，6 時間目（ 6 時～ 7 時

半）の授業に出かけていました。子

供には，お弁当とお絵描き帖を与え

て ， 研 究 室 で ， 待 た せ て い ま し た 。 
おそらく，子供は研究室で，ごそ

ごそと雑音を立てて、ご迷惑をかけ

て い た の で は な い か と 思 う の で す 。

それでも，二部の授業が終わって研

究室に帰ってくると，子供は，近く

の研究室の先生から，お菓子やミニ

カ ー の 自 動 車 や 縫 い ぐ る み を も ら

ったり，ゲームのカードをもらった

りして，「これ，＊＊＊先生にもらっ

たよ！」とご機嫌でした。共同研究

室の職員の方が，そっと部屋をのぞ

い て く だ さ っ て ，「 だ い じ ょ う ぶ で

したよ」と，声をかけてくださった

こともありました。  
 
女 性 研 究 者 が 育 児 と 仕 事 を 両 立

させることは，実際には，周囲の職

員や教員の方々に，いろいろなご負

担をかけてしまいます。業務の負担

を，黙って引き受けて，温かく支え

てくださった教員・職員の支援があ

ったからこそ，育児と仕事をどうに

か両立させて，今日まで，教育と研

究 を 続 け る こ と が で き た の だ と 感

じます。  
産業社会学部の教員・職員の皆様

のご支援に，深く感謝申し上げます。

幸せな３７年間でした。ありがとう

ございました。  
 
(注 )  
(1 )  Meinshausen ,  M. ,  2005 :  What  

does  a  2 °C target  mean  for  

greenhouse  gas  concentra t ions?  A 

brie f  analys is  based on  mult i -gas  

emiss ion  pa thways  and  seve ral  

c l imate  sens i t iv i ty  uncerta inty  

est imate s .  Avo iding Dange rous  

Cl imate  Change ,   H. -J .  

Sche l lnhube r,  W.  Cramer,  N.  

Nakićeno vi ć ,  T.M.L.  Wigley  and  G.  

Yohe ,  Eds . ,  Cambridge  Unive rs i ty  

Press ,  Cambridge ,  265 -280 .2006 .  

 

(2 )  M.  Meinshausen:  Figure  19 .1 ,  in  
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IPCC AR4,  WG II ,  AR4,  Cl imate  

Change  2007 :  Impacts ,  Adapta t ion ,  

and Vulnerabi l i ty.  Chapte r  19 ,  

Assess ing ke y vulne rab i l i t ies  and 

the  r i sk f rom cl imate  change ,  p .801 .  
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＜学部共同研究会報告＞ 

 
「ケアの現場から再考する多文化共生社会―カナダの移

民向け特化型高齢者施設での介護実践から―」開催報告 
 

増渕 あさ子 

 
【開催日時】2025 年 7 月 7 日（月）16:30〜18:00 
【会  場】以学館 IG305 号室／Zoom とのハイブリッド開催 
【報告者】二木泉（トロント大学社会学部博士課程） 
【司 会】増渕あさ子 
 

2025 年 7 月 7 日、産業社会学会の

資金援助を得て、2025 年度第一回産

業社会学部共同研究会を開催した。

研究会は 16 時半〜 18 時まで、以学

館 305 号室での対面と Zoom とのハ

イブリッド方式で行った。報告者の

二木泉氏は、トロント大学社会学部

の博士課程で、カナダの日本人介護

スタッフを事例に、ケア労働、移民、

インターセクショナリティ等の研究

をしながら、高齢者入所施設にてレ

クリエーション担当スタッフとして

アクティビティケアを実践している。

著作に「脱『いい子』のソーシャル

ワーク ―反抑圧的な実践と理論」（ま

た 2021, 現代書館・共著）があり、

『月刊ケアマネージメント』（環境新

聞社）に「人権の国で学ぶ介護福祉

士のカナダの福祉・最新レポート」

を連載している。実践者・研究者と

して「カナダでのケア」に長年携わ

ってきた二木氏の知見にふれること

は、本学部の教員や院生にとって非

常に貴重な学びの機会になると考え

企画した。  
今回のご報告では、カナダの文化・

民族的に特化した高齢者福祉施設を

事例に、市場化された福祉制度にお

ける移民の包摂機能とその構造的限

界が検討された。カナダにおける日

系移民介護職へのインタビューおよ

び、オートエスノグラフィを用い、
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1. 特 化 型 施 設 が 移 民 高 齢 者 と 移 民

労働者双方の受け皿となっているこ

と、２ .  ケア提供が移民労働者の不

利な立場や熱意に依存し、緩衝機能

として働いている実態、３ .  小規模

移民コミュニティにおける制度的障

壁、4. ケア実践が欧米中心主義への

静かな抵抗であり、連帯の可能性を

含むことが示された。移民によるケ

アの営みを、制度の隙間を補完し文

化を継承する力として捉える視点を

提示する、非常に意欲的なものであ

った。以下、二木氏の議論を要約す

る。  

 
1 .  移民特化型施設の多面的な機能  

多民族国家カナダにおいて、高齢

者の約 30%が移民であるという背景

のもと、文化や宗教に特化した「特

化型福祉施設」が重要な役割を果た

している。これらの施設は、単に高

齢者に適した言語や慣習によるケア

を提供する場にとどまらない。スタ

ッフ自身が移民であることを再認識

し、文化や歴史を「集合的記憶」と

して再構築・継承する場として機能

している点が大きな特徴である。ま

た、移民労働者の養成や雇用を一貫

して行うことで、社会全体の介護人

材不足を補う「受け皿」としての移

民包摂機能も担っている。  
 

2 .  市 場 化 の 影 と ワ ー カ ー に よ る 緩

衝機能  
一方で、福祉制度の市場化は現場

に深刻な歪みをもたらしている。特

化型施設は非特化型と比較して賃金

や雇用条件が劣る傾向にあり、その

差分を埋めているのは現場のケアワ

ーカー自身である。  
多くの施設は、英語力や職歴の面

で 不 利 な 立 場 に あ る 移 民 労 働 者 の

「インモビリティ（不動性）」や、同

胞への親しみといった「熱意」に依

存して成立している。これは「やり

がいの搾取」や労働強化、さらには

移民という不利な立場を構造的に利

用した搾取のリスクを孕んでおり、

市場化された制度における構造的限

界を現場のワーカーが個人的な負担

によって「緩衝」している実態が明

らかになった。  

 
3 .  コ ミ ュ ニ テ ィ の 格 差 と 抵 抗 の 可

能性  
市場化された介護制度は、特に小

規模な移民コミュニティにとって過

酷な障壁となっている。例えば、公

費助成を受けるための多額の自己資

金要件は、資金力のないコミュニテ

ィにおける施設建設や運営を困難に

し、サービスの提供を阻害している。 
しかし、こうした困難の中でも行わ

れるケア実践は、単なる労働ではな



9 
 

く、欧米中心主義的な福祉の在り方

に対する「抵抗」としての側面も持

つ。移民同士の「連帯」を通じたケ

アは、市場化のマイナス面を補完し

つつ、独自のアイデンティティや文

化継承を維持するための能動的な営

みといえる。  
 

参加者はオンラインを含め、教員・

院生あわせて 10 名弱であり、活発で

興味深い質疑応答が繰り広げられた。

「移民特化型福祉施設」における実

践事例という性格から日本および諸

外国における類似の高齢者施設との

共通点や相違点を問う質問が多く寄

せられた。加えて、他地域の日系人

コミュニティとカナダの日系人コミ

ュニティの特徴の違い、高齢者ケア

におけるレクリエーションや、言語・

文化の重要性についても指摘があっ

た。日本の地方自治体（浜松や岐阜

など）におけるブラジル系・ポルト

ガル系コミュニティへのヒアリング

の必要性や、日本国内の特化型施設

の在り方（在日コリアンに特化した

福祉サービス等）についても言及さ

れた。  
移民に特化した福祉施設における

レクリエーションでは、食事や遊戯

を通じた文化的実践が、利用者にと

って「移民」としての経験や実存を

支える極めて重要なものであること

が印象的であった。一方で、中国系

やコリア系など他のエスニック集団

との連携は日常的には行われておら

ず、いわば蛸壺化している状況も紹

介された。この点は、福祉実践にお

いて問われる「多文化共生」とは何

を意味するのかを改めて問い直す契

機となるものであった。  
 日本においても、在留外国人や新

たな移民高齢者、さらには労働移民

の増加が見込まれるなか、特化型施

設の必要性は今後いっそう高まると

考えられる。カナダの経験は、移民

を単なる「労働力」としてではなく、

市民権を持つ主体としてどう包摂す

るか、また市場化の論理のもとでケ

アの質と労働者の尊厳を守るかとい

う問いを、日本社会に突きつけてい

る。  
最後に、貴重なご報告をしてくだ

さった二木氏ならびにお集まりいた

だいた教員・院生の産社学会員の皆

様、この会を事務的に支えてくださ

った早川さんに、心より御礼申し上

げる。  
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「建築と住宅を自治と社会運動の視点から再考する」 

 Autonomy in Architecture:  
Revisiting Housing through Social Movements 

 

富永 京子 

 
 2026 年 1 月 17 日（水）14：00～17：00
に、立命館大学東京キャンパスにて産業社

会学会の支援を受け、Dr. Pijatta Heinonen
（ Ph.D, ETSAB Barcelona School of 
Architecture Universitat Politècnica de 
Catalunya）を招いて研究会を行った。 

テーマは「Beyond Planning: Prefiguring 
Horizontal Practices of Architecture in the 
Context of Autonomous Geographies」とい

う内容であり、ヘイノネン氏が調査した大

規模な公共施設建設への抗議や、国際会議

への抗議のために特定の場に住まうという

抗議の手法であり住まいである「プロテス

ト・キャンプ」の建築を論じた博士論文を中

心に議論を行った。日本だと、近年首都圏の

大学内を中心に形成されたパレスチナ連帯

キャンプや、成田空港建設反対運動、あるい

は辺野古の基地建設に対する抗議行動など

が代表的だろうか。 
 ヘイノネン氏は西ヨーロッパの農村部と

都市部で、都市開発プロジェクトや炭鉱の

拡大に対するプロテスト・キャンプを調査

した。これらの土地にはいくつかのキャン

プがあり、10名から 100名にのぼる人々が、

廃材や天然材を活用しながら住居を作り、

数年間住んでいる。政治的・社会的動機から

作られる「一から作るコミュニティ」でもあ

る。 
 へイノネン氏が分析した主要な論点の一

つに、建築に関する集合的意思決定がある。

プロテスト・キャンプはみんなが共有で住

む敷地だから、どのように使うかを参加者

同士で決める必要がある。この際に重要視

されるのが、会議及び会議のためのスペー

スの「透明性」「脱中心性」である。椅子は

円形に配置され、誰もがアクセスできると

ころに会議スペースがある。参加者たちは

すべての会議に参加でき、すべての活動に

参加することができるのだ。 
 また、インフラの構築や住居の形成に関

しても、プロテスト・キャンプは特有の形式

を持っている。ヘイノネン氏の紹介するプ

ロテスト・キャンプは、ツリーハウスやジオ

ドームなど多岐に渡るが、例えばツリーハ

ウスは、最初からこのような形にしようと

決めたわけではなく、必要に応じて増築さ

れたり改築されたりする。 
プロテスト・キャンプは集合的な意思決
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定に基づく空間形成と、個人が即時的に作

る建築が混在している。祐成保志氏（東京大

学）からは、実際にそれほど集合的意思決定

が可能なのだろうか？という疑問も投げか

けられた。たとえプロテスト・キャンプがど

のような人々でも平等に参加できる建築だ

といっても、実際には意思決定において誰

かのニーズが他の人より優先されることも

あれば、建築のスキルやそれを学習するリ

テラシーは人によって異なる。つまり参加

に「格差」があるということだ。このような

格差を見るためには、もう少し内部での対

立や異論を検討しなければならない。 
プロテスト・キャンプの建築は、集合的な

合意形成の上で行われる一方、計画なしに

建築を開始することもある。岡部明子氏（建

築学）は後者の延長線上にある、建築やコミ

ュニティに参加するということの多義性を

指摘する。たとえばインフラの設営や材料

の加工のみならず、掃除をするということ

や食事をふるまうということ、あるいはた

だ「いるだけ」ということも建築に参加する

ということになるのではないか、と議論を

提起した。また、このような環境では、専門

家の役割も変わってくる。本来、専門的な設

計や計画は通常、合意形成の基盤であり、専

門家が作成する設計図は合意を具体化した

ものだ。ただ、「参加」の可能性を広げれば、

このような設計や計画がさらに変わりうる

可能性もはらんでいる。 
研究会では、建築および社会運動を研究

する学生を交えての議論も活発だったが、

何をコミュニティへの「参加」とするかにつ

いては、参加者の中でも意見が分かれた。例

えばこのようなプロテスト・キャンプには、

障害を持つ人や高齢者、小さな子どものい

る参加者は少ない。インフラの構築や構造

物の形成に直接携わることのできる人はさ

らに少ない。しかし一方で、障害があったり

高齢であったりする人であっても、例えば

直接建築に参加しなくとも、食事を準備す

るとか、資材の配達者が現場に到着した時

に出迎えるとか、そういったこともまた「参

加」として捉える考え方もある。 
 属性やスキルによってコミュニティに参

与できないことを「格差」ととるか、それと

も「間接的な参加」ととるか。例えば、社会

運動研究は、属性によって運動参加のあり

方が大きく異なる点を指摘している。少な

くない先行研究は、男性のほうがデモや夜

間のミーティングに出やすいのに対して、

女性は参加者のケアや事務作業といった

「裏方」的な仕事が多くなる。これに対して、

参加の格差を指摘することもできるが、プ

ロテスト・キャンプはすべてが社会運動で

あり、すべてが参加であるから、その「参加」

をめぐる境界を融解させうる装置であると

も考えられる。そうした見方をもって社会

運動を見られれば、また異なる形でコミュ

ニティの自治を捉えることができるのでは

ないか。 
最後にヘイノネン氏のまとめで、建築は

自己表現の方法である（architecture as a 
method of self-expression）と語られていた

のが印象深かった。そういう自由さ、楽しさ

みたいなものが、政治にも社会運動にもコ
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ミュニティ構築にもあるはずだ。私たちは

望ましい社会のあり方を想像し、表現し、政

治に投影することができるが、その想像や

表現はもっと自由であってもいいのかもし

れない。 
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＜全国規模学会開催報告＞  

日本メディア学会 2025 春季大会を終えて 

飯田 豊 

 

日本メディア学会は 2025 年 6 月

7 日（土）から 8 日（日）の 2 日間

にわたり、立命館大学衣笠キャンパ

スの清心館にて春季大会を開催しま

した。  
 日本メディア学会は、研究者のみ

ならず、多くのメディア実務者やジ

ャーナリストが参加する、きわめて

学際的で開かれた学会です。1951 年

に「日本新聞学会」として創立され、

1991 年に「日本マス・コミュニケー

ション学会」、 2022 年に現名称へと

改称されました。本学からも多くの

教員や大学院生が会員として参加し

ており、これまで多数の理事・監事

を輩出するなど、学会運営に継続的

に関与してきました。本学での大会

開催は 2009 年以来、実に 16 年ぶり

となります。  
 大会期間中には、28 の個人共同研

究発表、14 のワークショップ、そし

て 2 つのシンポジウムが実施され、

各会場で活発な議論が展開されまし

た。1 日目のシンポジウム「メディア

研究にとってのインターネット史―

―メディア化する政治を事例として」

では、インターネットの歴史的展開

を踏まえながら、政治とメディアの

関係を多角的に検討する議論が繰り

広げられました。問題提起者は伊藤

昌亮先生（成蹊⼤学）、津⼭恵⼦先生

（フリージャーナリスト）、討論者は

烏⾕昌幸先生（慶應義塾⼤学）、喜多

千草先生（京都⼤学）、司会者は⼭⼝
仁先生（日本大学）、別府三奈子先生

（法政大学）という顔ぶれで、研究

者とジャーナリストが交差する本学

会らしい構成となりました。理論と

実践を往還する視点が提示され、現

代社会におけるメディア環境の変容

を改めて問い直す貴重な機会となり

ました。  
 これに対して、 2 日目のシンポジ

ウムは、開催校の企画として「『障害』

をめぐるメディア研究の展開」と題

して実施しました。話題提供者は樋

口麻里先生（北海道大学）、塙幸枝先

生（成城大学）、柴田邦臣先生（駒沢

大学）、討論者は田中瑛先生（実践女

子大学）、美馬達哉先生（立命館大学

先端総合学術研究科）で、司会は藤

嶋陽子先生と飯田が務めました。こ
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の企画は、近藤和都先生、住田翔子

先生、谷原つかさ先生をはじめとす

るメディア社会専攻の先生方の尽力

によって実現したものです。本学に

は先端総合学術研究科および産業社

会学部（社会学研究科）を中心に、

障害を専門とする研究者が数多く在

籍しています。とりわけ、故・立岩

真也先生が牽引してきた生存学研究

所は、国内における障害学研究の重

要拠点のひとつとして知られ、2025
年現在は美馬先生が所長を務めてい

ます。本シンポジウムは、こうした

本学の研究蓄積を背景に、障害メデ

ィア研究の可能性を広く提示する場

となりました。  
また、本シンポジウムでは、本学

とも関わりが深い「特定非営利活動

法人ゆに」に依頼し、情報保障とし

ての文字通訳を導入しました。この

取り組みは本学会では初めての試み

であり、その準備や実施の過程を通

じて、従来の学会運営がどのような

参加者像を前提としてきたのかを批

判的に問い直す契機ともなりました。 
 本シンポジウムの成果は、近藤先

生と藤嶋先生の尽力により、学会機

関誌『メディア研究』108 号（近刊）

に特集「“障害”をめぐるメディア研

究の展開」として結実する予定です。

ぜひご一読いただければ幸いです。  
両日合わせて 430 名にのぼる方々

にご参加いただき、会場は終始熱気

に包まれました。託児ルームを設置

したことにより、子育て中の研究者

や来場者にも安心して利用いただけ

る環境が整い、包摂的な参加環境の

実現という点でも意義ある取り組み

となりました（委託先：ピジョンハ

ーツ株式会社）。  
 本大会の招聘にあたっては、2024
年度に福間良明先生（現・京都大学）

が調整に尽力され、2025 年の春以降

は、メディア社会専攻の若手・中堅

教員が中心となって運営業務を担い

ました。総会では開催校を代表して、

黒田学学部長にご挨拶をいただきま

した。休日にもかかわらず会場に足

を運び、歓迎の意を直接伝えてくだ

さったことに、改めて感謝申し上げ

ます。  
大会運営には、本学の大学院生お

よび学部生の皆さんの協力も欠かせ

ませんでした。社会学研究科、国際

関係研究科、先端総合学術研究科に

所属する大学院生、そして産業社会

学部の学部生、計 24 名が運営スタッ

フとして大会を支えてくださいまし

た。また、社会学研究科の今城和香

さんは「大会レポーター」のひとり

として 2 日間の様子を取材し、学会

のウェブサイトにレポートを寄稿し

ています。こちらもぜひご覧くださ

い。  
 なお、本大会の開催にあたっては、

立命館大学産業社会学会の研究助成
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（全国規模学会開催）および全学の

学会開催補助を受けることができま

した。学内外の多くの関係者のご理

解とご支援により、本大会を円滑に

実施できましたことに、ここに改め

て厚く御礼申し上げます。  
 本大会の開催は、立命館大学にお

けるメディア研究の蓄積と社会的発

信力を広く示す機会となりました。

同時に、学内の研究領域を横断する

連携や、外部の研究者や実務者との

新たな交流を促す契機ともなりまし

た。今後も本学の多様な研究・教育

活動がさらに活性化し、新たな学術

的連携や社会的対話が継続的に生ま

れていくことが期待されます。 
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地域女性史研究会 2025 年度 11 月例会  

「戦後 80 年記念企画・戦時体験を次世代に  

どのように継承していくのか」開催のご報告  

柳原  恵  

 

2025 年 11 月 8 日・ 9 日の 2 日間
に渡り、地域女性史研究会 2025 年
度 11 月例会「戦後 80 年記念企画・
戦時体験を次世代にどのように継承
していくのか」を衣笠キャンパスに
て開催した。地域女性史研究会は、
全国各地の女性史および地域女性史
研 究 者 の 研 究 交 流 を 目 的 と し て
2014 年に設立された団体である。本
研究会では毎年２回、研究報告およ
び交流の機会として例会を開催して
おり、今回は初の京都での例会開催
となった。  

例会 1 日目は立命館大学国際平和

ミュージアムを会場として、大月功

雄氏（立命館大学国際平和ミュージ

アム学芸員）による講演「戦争の記

憶をめぐるパブリック・ヒストリー

─⽴命館⼤学国際平和ミュージアム

の歴史実践から考える─」を実施し

た。講演の中では、〈ポスト戦争体験

の時代〉における「戦争体験の継承」

をめぐる課題について、日本の平和

博物館の歴史的展開を踏まえつつ、

立命館大学国際平和ミュージアムの

リニューアル展示を事例に検討がな

された。とくに、平和博物館が「犠

牲者意識ナショナリズム」と「新自

由主義的歴史修正主義」のはざまで

いかなる歴史実践の場となり得るの

か、また展示内容のみならず実践の

「場」そのものの歴史性をいかに自

覚しうるのかが論じられた。講演後

には、立命館大学国際平和ミュージ

アムの展示見学を実施し、参加者か

らの好評を得た。  
2 日目は啓明館 201 教室に場所を

移し、２つの研究報告と全体討論が

行われた。峯桃香氏（立命館大学大

学院社会学研究科博士課程）の報告

「銃後女性と加害の語り――個人の

体験をめぐる葛藤に着目して」では、

銃後女性の「被害」と戦争協力とい

う「加害」の狭間で生じる認識の揺

れを「葛藤」と定義し、被害／加害

の二分法では捉えきれない戦争体験

への向き合い方を検討した。報告で

取り上げた『銃後史ノート』は、在

野 の 女 性 史 グ ル ー プ 「 女 た ち の

現在
い ま

を問う会」によって刊行された

雑誌である。『銃後史ノート』は、戦

争を支えた銃後女性の「加害性」を
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問う実践の場であるが、戦時下にお

いて女性が戦争に抵抗することの難

しさや自分たちは戦争に抵抗できる

のかという疑問とともに生じる「葛

藤」を語る会員たちの証言を通じて、

加害性は固定的事実ではなく、現在

を問い続けるための視点として機能

しているのではないかと論じた。  
続く柳原恵（立命館大学産業社会

学部）報告「三陸の女性たちが語る

三度の震災と戦争」では、昭和三陸

大津波、チリ津波、東日本大震災と

いう３度の震災、そして戦争を経験

した、岩手県の三陸出身・在住の高

齢女性たちへの調査について報告し

た。彼女たちの語りには、戦災（人

災）と自然災害を峻別せず、人生に

おける複数の「災禍」として連続的

にとらえるという特徴がみられた。

また、戦争の記憶は後年の震災体験

を語る際の参照項として機能してお

り、いずれの語りにおいても「いか

に生き延びたか」という軌跡に焦点

が当てられていたら。さらに、三陸

の女性たちは無力で受動的な被害者

ではなく、地域に内在する結束力や

生活知を再評価するレジリエンスを

発揮し、災害を生き延び復興を担っ

た主体であったことも示された。  
２つの研究報告を受けて、山村淑

子氏（地域女性史研究会代表）、植田

朱美氏（地域女性史研究会）の司会

による全体討論が行われた。討論で

は、戦争の加害と被害の重層性や、

戦争体験の多様性、語られない／語

れない記憶に着目する重要性などに

ついて、活発な議論が交わされた。

また、戦争体験をどのように次世代

に継承していくかという例会のテー

マに則し、体験者から聞いた話を非

体験者である現代の教員や学生がど

う受け止め、伝えていくかについて

意見が交わされた。さらに、地域女

性史が実践してきた、地域に根ざし

た生活経験の記憶や語りを収集し、

記録し、歴史化していくことの意義

や、ローカルな記憶・歴史を普遍化

する道筋を拓くという展望があらた

めて確認された。  
秋の嵐に見舞われたあいにくの天

候であったが、本学の大学院生や職

員のほか、学外からも研究者や市民

の方々の参加があり、地域を超えた

研究交流の機会となった。北海道や

岩手、長野、石川など、遠方から足

を運んでくださった参加者もあった。 
本例会の開催にあたっては、産業

社会学会全国規模学会開催助成を受

け、立命館大学国際言語文化研究所

ジェンダー研究会の後援を得た。ま

た、産業社会学部共同研究室の早川

眞紀子氏、衣笠リサーチオフィスお

よびクレオテック職員の皆様にもご

助力をいただいた。この場を借りて

改めて関係各位に心より感謝申し上

げたい。  
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例会 2 日目（ 11/9）参加者の皆様と

記念写真   
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ロサンゼルスオリンピックにアメリカ選手団は 

出場できるのか―トランプ政権と IOC― 

 

有賀 郁敏 
ロサンゼルスオリンピックとトラン

プ  
 
第 34 回夏季オリンピック競技大

会（ 2028 年 7 月 14 日から 30 日）

はアメリカ・ロサンゼルスで開催さ

れる。同市でオリンピックが開催さ

れるのは 1932 年、 1984 年に続き 3
度目だが、大会の開会宣言はトラン

プ大統領（以下、トランプ）が行う

ことになる。かの練達の弁士ヒトラ

ーですらはみ出せなかった「開会宣

言 1」にトランプは素直に従うのだ

ろうか。  
トランプは 2025 年 8 月 5 日、

「 2028 年の 夏季 オリ ンピッ クに関

するタスクフォースを設置する大統

領令 2」を発表した。これはトラン

プ議長の下、オリンピックに関する

各種の調整を主導するものである。

具体的には連邦政府、州政府、地方

自治体が連携してセキュリティーや

輸送、入退出手続きを管理し、外国

人選手、コーチ、メディア関係者等

のビザ取得手続きを効率化させるな

ど、オリンピックに関する諸々の業

務を自分が指揮命令すると言わんば

かりの体制である。しかし、これは

国際オリンピック委員会（ IOC）の権

限を謳った「オリンピック憲章」に

抵触する可能性が高い 3。  
ちなみに、パレスチナ・ガザの停

戦・再建の監督機関「平和評議会」

が設けられたが（ 2025 年 11 月 17 日、

国連安保理決議）、中身はトランプの

「私的クラブ」のような組織である

4。というのも、評議会憲章によれば、

トランプは評議会の終身議長であり、

評議会の存廃、メンバーの招待（ 10
憶ドルの「入会金」）、後継者の決定

のすべての権限をトランプ個人が掌

握しているからである。評議会は国

連憲章に基づく国際秩序を破壊する

ための組織と言っても過言ではない

5。この点を踏まえるならば、トラン

プが IOC の権限を簒奪し、臆面もな

く好き勝手に振舞うことは容易に想

像できるだろう。そうなれば悪夢と

いう他ない。  
それはともかく、ロサンゼルスオ
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リンピックにアメリカ選手団は出場

できるのだろうか。否、そもそも大

会は予定通りに実施されるのだろう

か。この突拍子もない問いはしかし、

あながち荒唐無稽とは言い切れない。

なぜか。本小稿の問題関心はこの点

にある。  
 
アメリカ軍＝トランプ政権によるベ

ネズエラ軍事攻撃  
 

2026 年 1 月 3 日未明、アメリカ軍

はベネズエラの首都カラカスを空爆、

マドゥロ大統領と妻の身柄を拘束し

た。しかも、トランプは政権移行ま

で米国がベネズエラを運営する考え

を示している。トランプは「地域に

おける覇権を示した」と作戦の成功

を誇ったが、軍事攻撃と運営は明ら

かに国際法違反である。国際法とは

国際関係のルール全般を総称するも

のであり、二国間や多国間や国際機

関で取り決める条約類は国際法に該

当し、国連憲章も国際法に含まれる。

また、長く国際的に慣習となってい

て 守 る べ き と 考 え ら れ て い る も の

（不文律）も国際慣習法とよばれる

国際法である。  
国連憲章第 2 条第 2 項、「すべて

の加盟国は、加盟国の地位から生ず

る権利及び利益を加盟国のすべてに

保障するために、この憲章に従って

負っている義務を誠実に履行しなけ

ればならない」、同条第 3 項、「すべ

ての加盟国は、その国際紛争を平和

的手段によって国際の平和及び安全

並びに正義を危くしないように解決

しなければならない」、同第 4 項、「す

べての加盟国は、その国際関係にお

いて、武力による威嚇又は武力の行

使を、いかなる国の領土保全又は政

治的独立に対するものも、また、国

際連合の目的と両立しない他のいか

なる方法によるものも慎まなければ

ならない」とそれぞれ謳っている 6。

とりわけ、第 4 項に鑑みれば、アメ

リカ軍の攻撃は国際法上、侵略とす

る以外に定義のしようもない行為で

ある。なぜならば、主権国家で構成

されている国際社会において、法務

執行活動は自国の主権内部の領域に

限定されているからである。  
国連の安全保障理事会は 1 月 5 日、

アメリカのベネズエラ攻撃を巡って

緊急会合を開催した。アメリカはベ

ネズエラに対する軍事作戦や同国の

マドゥロ大統領を拘束したことを正

当化した一方で、多くの国からアメ

リカの行為は国際法や国連憲章への

違反だとする批判の声が相次いだ。

会合には理事 15 カ国に加え、当事国

ベネズエラや周辺諸国などが参加、

ベネズエラのモンカダ国連大使は、

アメリカの行為は「国連憲章の明白
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な違反」だと訴え、ベネズエラの主

権だけでなく「国際法の信頼性、本

機関の権威、いかなる国も世界秩序

の裁判官や当事者、執行者となるこ

とはできないという原則の正当性も

危険にさらされている」と訴えた。

グテレス国連事務総長も、アメリカ

の攻撃は「危険な前例になる」と指

摘し、地域全体に懸念すべき影響を

及ぼしかねないとの見解を表明した

7。  
このような危惧や批判など歯牙に

もかけず、トランプはカナダをアメ

リカの 51 番目の州だとうそぶき、デ

ンマーク自治領グリーンランドの領

有とイランそしてキューバへの軍事

介入をほのめかしている。  
トランプはニューヨークタイムズ

のインタビュー（ 2026 年 1 月 9 日）

で「アメリカ軍の最高司令官として、

自らの権限に制約はあるのか」と記

者から問われた際、 「私自身の道徳

観、私自身の考え、それが私を止め

られる唯一のものだ」 とし、続けて

「国際法は必要ない」と言い切った

8。トランプに道徳観があるのか疑わ

しいが、それはともかく、トランプ

政 権 の 国 家 安 全 保 障 戦 略 （ NSS ；

2025 年 12 月 5 日）には「米国の主

権を守る」と記されている。「主権」

は国際法上の概念であり、この点で

撞着ぶりも甚だしいが、国際法の軽

視に加え、議会、司法、メディア、大

学、中央銀行にまで介入し、大統領

の私兵と化して住民を殺害した移民

税関捜査局（ ICE）捜査官を容認する

トランプに、学問的知見や道理など

通用するはずもない 9。  
もっとも、例えば国連刑事裁判所

（ ICC）がプーチンやネタニヤフに

逮捕状を発行しているように、国際

機関には機関なりの理念と権限が存

在するのであり、トランプといえど

も土足で踏みにじることはできない

のである。 IOC は「オリンピック憲

章」を掲げる国際機関として、それ

に該当するはずである。  
本稿を支える問題関心を鮮明にす

るうえで、まずはロシアのウクライ

ナ軍事侵攻をめぐる国連及び IOC な

どの対応を概観しておこう。  
 

ロシアのウクライナ軍事侵攻  
 

プーチン政権は 2022 年 2 月 24 日

未明、「ドネツク人民共和国」及び「ル

ハンスク人民共和国」の住民保護を

目 的 に ウ ク ラ イ ナ を 武 装 解 除 す る

「特別軍事作戦」を実施すると称し、

同国に対する全面的な侵略を開始し

た。ウクライナの首都キーウなどを

空爆したほか、北東部ハリコフ州の

国境を越え、黒海の南部オデッサに

も上陸を開始したと明かした。ロシ
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アはすでに 2014 年にウクライナ領

クリミア半島を事実上領有化してい

たが、勢力圏をさらに拡大させるべ

く軍事侵攻に踏み切ったのである。

ロシアの軍事侵攻は幾重にも国際法

違反である。  
第  1  に 何 よ り も 国 連 憲 章 に 違 反

している。第  2 に戦時国際法・国際

人道法に違反した戦争犯罪である。

ジュネーヴ条約（ 1949 年）の第 4 条

約には文民保護に関する条文が規定

され，病院，学校などの民間施設や

原発への無差別攻撃、さらには  民間

人の虐殺を禁止している。第  3 に，

多国間の合意や了解を反故にしてい

る。 2014 年と 2015 年に関係国間で

結ばれた「ミンスク合意」や国連安

保理決議 2202（ 2015 年 2 月）を破

棄している。第  4 にロシア政府の核

による恫喝は核兵器禁止条約に違反

している。  
ロシアの軍事侵攻に対し、侵攻を

非難し、軍隊の即時撤退を求める決

議が国連加盟国 193 のうち、「賛成

141、反対 5、棄権 35、無投票 12」
で採択されている。グテレス国連事

務総長は、ロシアによるウクライナ

侵攻によって被害を受けたすべての

人々を支援し、「この国際法違反を乗

り越えるため」に国連加盟国が「協

力と連帯」の下で団結することが求

められていると述べた上で、「私たち

はまた、この紛争によって被害を受

けたあらゆる人々を支援し、この国

際法違反を乗り越えるために、協力

と連帯の下で団結することが求めら

れています」と明言している。  
 
ロシアの国際法違反に伴う IOC の

対応  
 

2026 年 2 月 6 日から 22 日にかけ

てイタリアのミラノ・コルティナで

冬 季 オ リ ン ピ ッ ク が 開 催 さ れ る 。

IOC はロシアとベラルーシ人選手が

オリンピックに中立の立場で参加す

ることを許可しているが（国旗や国

歌の使用は禁止、団体競技への参加

禁止、開会式での行進の禁止）、国の

選手団としての出場を認めていない。

このような IOC の対応がロシアによ

るウクライナ軍事侵攻を根拠として

いることは言うまでもない。そこで、

ウクライナ軍事侵攻に対する IOC な

どの対応を概観しておこう 1 0。  
①  IOC はロシアによる「オリンピッ

ク 休 戦 協 定 」 違 反 を 強 く 非 難

（ 2022 年 2 月 24 日）。休戦協定

は国連総会本会議（ 2021 年 12 月

2 日）において中国ほか 173 か国

が共同提案したオリンピック・パ

ラリンピック期間中の休戦を求め

る決議によって無投票で採択。グ

テレス国連事総長は北京冬季オリ



23 
 

ンピック・パラリンピックの開催

を前に、「オリンピック停戦は、す

べての当事者に大会期間中の戦闘

行為の停止を求める呼びかけです。

紛争が拡大し緊張が高まる中、こ

の呼びかけは、違いを乗り越えて

恒久的平和への道を見いだす機会

となります 1 1」と発言。  

②  IOC 理事会は国際競技連盟（ IF）

とスポーツ大会主催者に対し、 ロ

シアとベラルーシの選手・役員の

国際大会への招待あるいは参加許

可の禁止を勧告（ 2022 年 2 月 28

日）。揺らいでいた国際パラリンピ

ック委員会（ IPC）もロシア・ベラ

ルーシ選手の大会出場を禁止（同

年 3 月 3 日）。  

③  IOC は国際連合人権理事会による、

「国籍だけを基にロシア・ベラル

ーシ選手や役員を国際大会から締

め出す」ことへの深刻な懸念表明

受け、これまでの方針を大きく転

換。「中立」という立場の個人であ

れば、ロシア・ベラルーシ選手・

役員の国際スポーツ大会出場を認

めるよう各  IF へ勧告（ 2023 年 1

月）。  

④  IOC は IF に対し両国の選手を国

際大会に復帰させる際の条件とし

て、国や地域を代表しない中立の

立場と認められる個人に限定、チ

ーム参加の禁止など勧告（ 2023 年

3 月 28 日）。IF は、ロシア・ベラ

ルーシ選手の出場禁止を停止し、  

IF は「中立性」な「個人」である

ことなどを条件に、ロシア・ベラ

ルーシ選手の国際スポーツ大会出

場を了承。  

⑤  IOC の理事会は 2023 年 10 月 12

日 、 ロ シ ア オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会

（ ROC）を「即時、今後通知があ

るまで」資格停止。理由として、

IOC は、 ROC が今月 5 日、  ロシ

アがウクライナを不法に併合して

いる 4 州のスポーツ組織を承認し

たが、IOC はこの承認が、「ウクラ

イナ・オリンピック委員会の領土

一体性を侵害しており、オリンピ

ック憲章の違反」に当たると説明。

資格停止とされたことで、ROC は

「国のオリンピック委員会として

活動する資格を失う」とともに、

「オリンピック・ムーブメントか

らいかなる資金も受け取れない」

こととなった。  

 ち な み に 、 ス ポ ー ツ 仲 裁 裁 判 所

（ CAS 1 2）は、 IOC の決定は「オリ

ンピック・ムーブメント内のスポー

ツ団体は政治的中立性を適用しなけ

ればならないという原則に反してい

る」とした ROC の提訴（ 2023 年 10
月 31 日）を棄却した（ 2024 年 2 月

23 日） 1 3。  
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ロサンゼルスオリンピックの今後を

問う  
 

ベネズエラに対する軍事攻撃と国

政の運営を目論むトランプ政権の行

動は、プーチンのそれと同様、国連

憲章・国際法違反である。それゆえ、

ウクライナ軍事侵攻に伴う国連なら

びに IOC によるロシアに対する裁定

に照らせば、アメリカのアスリート

は選手団として自国開催のオリンピ

ックに参加できないことになる。果

たして IOC はトランプにレッドカー

ドを突き付けることができるだろう

か。管見の限り、この点をめぐる IOC
の対応はロシアとの比較において極

めて寛大である。  
ベネズエラ軍攻撃を踏まえ、オリ

ンピックからアメリカ選手団を排除

すべきだという要請に対し、 IOC は

2026 年 1 月 12 日、ベネズエラを攻

撃した米国の選手について 2 月のミ

ラノ・コルティナ冬季オリンピック

の参加は問題ないとの認識を示した。

「 IOC は政治問題や国家間の紛争に

直接関与することはできない。われ

われの役割は出身地にかかわらず、

選手の五輪参加を保証することだ」

という声明を発している 1 4。  
ついでに言えば、 IOC のダブルス

タンダードはイスラエルに対しても

同様である。イスラエルのガザ軍事

侵 攻 に 対 し 、 欧 州 サ ッ カ ー 連 盟

（ UEFA）やプロバ ス ケットボール

「ユーロリーグ」でもイスラエルチ

ームの除外を求める声が高まったが

1 5、 IOC は 2025 年 10 月 17 日、世

界体操選手権（ 19 日開幕、ジャカル

タ）開催国のインドネシア政府（イ

スラム教徒が人口の多くを占め、イ

スラエル軍によるパレスチナ自治区

ガザへの攻撃を非難）がイスラエル

選手団へのビザ発給を拒否したこと

に関し、「選手や関係者は開催国によ

って差別されることなく、競技会に

参加できなければならない」との原

則を明確にし、「選手は政治的な決定

の責任を負わされてはならない」と

強調した。選手村でイスラエル選手

団がパレスチナ・テロ組織に襲撃さ

れ、多くの犠牲者を出したミュンヘ

ンオリンピック（ 1972 年）の教訓（負

い目）かもしれないが、イスラエル

とアメリカの緊密な関係が影響して

いることは明らかであろう 1 6。  
IOC がトランプ政権の軍事行動に

目を閉ざし参加を認めるならば、ロ

シア・ベラルーシから IOC の裁定は

ダブルスタンダードではないかとい

う批判が起こるか、あるいはトラン

プとプーチンが結託し、政治的中立

の観点からロシア選手団のオリンピ

ックへの参加を認めるよう IOC を威

嚇するかもしれない 1 7。「オリンピ
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ック憲章」の理念が厳しく問われる

ことになり、ROC からの参加の訴え

を棄却してきた CAS にも影響が及

ぶことは必至である。  
それだけではない。移民政策によ

り入国禁止対象となった中南米・ア

フリカ諸国を中心に大会のボイコッ

ト運動が起こる可能性がある。トラ

ンプのグリーンランド領有をめぐる

発言をきっかけにドイツではワール

ドカップ大会のボイコット議論が生

まれており、それは英国やオランダ

にも波及している 1 8。 FIFA ワール

ドカップ 2026 のボイコット問題の

分析は本小稿の範囲を超えるが、し

かし問題の震源地がトランプという

点で基本的性格は共通している 1 9。 

懸念事項は他にもある。一つは性

的マイノリティー排除の問題である。

トランプは 2025 年 2 月 5 日、トラ

ンスジェンダー選手の女子競技参加

を禁止する大統領令に署名し、女子

競技に参加するため米国への入国を

求めるトランスジェンダー選手のビ

ザ審査の厳格化を国土安全保障省に

命令した。そして、オリンピックに

トランスジェンダー選手の女子競技

参加を認めない、オリンピック出場

のためにアメリカに入国しようとす

るトランスジェンダーの選手にはビ

ザを発給しないと述べ、アメリカオ

リンピック・パラリンピック委員会

（USOPC）ならびに IOC に圧力を

かけている 2 0。トランプ政権の方針

は、この間の IOC の合意事項やオリ

ンピックのガイドラインと矛盾する。 
2014 年 のソ チ 大 会で は 、開 催 国

であるロシアが 2013 年に制定した

同性愛宣伝禁止法が問題視され、欧

米の一部の国の首脳らが開会式をボ

イコットし、 IOC はこうした事態を

踏まえ、2014 年末、オリンピック憲

章が掲げる「オリンピズムの根本原

則」を改訂し、基本原則の第 6 項に

「性的指向」による差別の禁止を加

えた。  
こ の オ リ ン ピ ッ ク 憲 章 の 定 め る 権 利

および自由は人種、肌の色、性別、性的

指向、言語、宗教、政治的またはその他

の意見、国あるいは社会的な出身、財産、

出自やその他の身分などの理由による、

いかなる種類の差別も受けることなく、

確実に享受されなければならない（アン

ダーライン ―有賀） 2 1。  

また、東京オリンピック・パラリ

ンピック組織委員会でも以下のよう

なガイドラインを公表していた。  
組織委員会は、人権の尊重を重視する。

そのため、サプライヤー及びライセンシ

ーに対し、製造・流通過程において、人

種、国籍、宗教、性別、性的指向、障が

い の 有 無 等 に よ る 差 別 や ハ ラ ス メ ン ト

が排除され、また、不法な強制立ち退き

等の権利侵害の無い物品・  サービス等
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を提供することを求める（アンダーライ

ン ―有賀） 2 2。  

 これらのテクストを読めば、性的

指向をめぐる IOC の提言とトランプ

政権のベクトルの向きが正反対であ

ることは明らかである。  
もう一つは、移民政策との軋轢で

ある。トランプは 12 月 16 日、国家

安全保障と公共の安全確保を理由に

「入国制限対象国を 39 か国に拡大

する大統領布告」を発表した 2 3。こ

の措置はオリンピックをはじめ、国

際的スポーツイベントにも適応され

る。アスリートと監督コーチは対象

外になっているものの、アスリート

の家族を含む観客は入国禁止対象で

ある。トランプ政権はさらに、2026
年 1 月 14 日、 75 カ国からの移民ビ

ザ申請手続きを、無期限に停止する

と発表し、アメリカへの合法的な入

国経路をさらに制限した。この中に

はロシア、ブラジルなどが含まれて

いる。ちなみに、今年（ 2026 年） 6
月、北米で開催されるサッカーワー

ルドカップでも、アメリカ国内試合

にはこの制限が適応され、優勝候補

のブラジルはじめイラン、コロンビ

アそして日本と同組のチュニジアな

ど、出場 48 か国のうち 15 か国が禁

止対象になっている。東京オリンピ

ック（ 2021 年）の無観客試合がパラ

ドキシカルに例証しているように、

スポーツにおいて観衆（ファンカル

チャー）の存在は不可欠であり、勝

敗と無関係ではない。  
IOC が制定した「アジェンダ 2020

＋ 5」の提言 11、「難民や住む場所を

追われた人々への支援を強化する」

には、「世界的な難民危機に対する認

識を高め、住む場所を追われた人々

のスポーツへのアクセスを向上させ

る」「難民選手の国際および国内レベ

ルの競技会への出場とアクセスを容

易にする」「難民のスポーツ施設やス

ポーツ活動へのアクセスとスポーツ

イベントや競技会への参加を向上さ

せることを公約した『難民のための

スポーツ連合』のインパクトを評価

する」といった方針が明記されてい

る 2 4。  
IOC が単に難民アスリートを大会

へ参加させるためのテクニカルな支

援に止まらず、世界的な難民危機に

対する認識に依拠していることは疑

う余地はなく、それはトランプの移

民・難民排除政策と対立せざるを得

ない。  
 
自己省察と共通の了解  
 

2 年後（ 2028 年）のロサンゼルス

オリンピックに向けてアスリートは

準備を進めており、復活した野球に

大谷翔平はじめ MLB の選手が参加  
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するかどうかなど、大手メディアも

話題を提供している。それらはロサ

ンゼルスオリンピックがトラブルな

く開催されることを当然視したもの

である。こうした楽観的風潮を理解

できないわけではないが、法の支配

をあざ笑うかのようなトランプの傍

若無人ぶりを見せつけられると 2 5、

果たしてすんなりとオリンピックが

開催されるのかどうか、私には確信

がない。FIFA のインファンティノ会

長が大統領執務室に黄金の優勝トロ

フィーのレプリカを持ち込み、トラ

ンプにおもねり新設の「 FIFA 平和賞」

を授与したように（写真： SZ,10. /11 .  

Januar 2026） 2 6、IOC もトランプの

軍門に下り、アメリカのメディア・

IT 資 本 か ら の 高 額 ス ポ ン サ ー 料 と

引き換えにオリンピックの理念や価

値を捨ててしまうのだろうか。  
「王」として振る舞い力で威嚇す

るトランプを前に、国連そして IOC
のレゾンデートルが揺らいでいるが、

それは同時にわれわれに向けられた

問いでもある。格差社会の理不尽や

己の不全感を刹那的に忘れさせるゼ

ノフォビアは SNS で広がりをみせ、

浅薄に共感をむさぼる相互不信の社

会を形成している。公正が使命であ

るはずの選挙で、候補者は白昼堂々

と競ってデマと外国人差別をまき散

らし、人々はその刺々しい言葉の「強

さ」に自己の思いの確かさを信じ、

まるで「推し活」のように快哉を叫

ぶ。こうした誤情報を交えた感情の

政治によって心はすさみ、弱者・マ

イノリティーへの共感は薄れ、民主

主義はますます劣化してゆく。トラ

ンプ現象は、実は日本社会そしてわ

れわれ自身の写し鏡ではないだろう

か。  
ならば、それと訣別する地平を展

げてゆくには、自己省察の機会を生

かし、われわれ自身の歴史・社会認

識を不断に研ぎ澄ませ、差別と排斥

に抗い超克するための共通の了解と

支え合う社会を強靭なものに再編し

ていく以外に道はない。  
 

（ 2026 年 1 月）  
 
【追記】2 月 28 日、アメリカとイス

ラエルはイランに対し先制攻撃を行

い、国家指導者ならびに学校で学ん

でいた約 200 名の子どもらを殺害し

た。民間人死傷者はさらに拡大し、
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攻撃の応酬は中東全体に拡大してい

る。アメリカらの軍事行動はベネズ

エラの時と同様、明確な国際法違反

である。  
サッカーワールド杯（ 6 月）でのイ

ランチーム辞退の可能性やバスケッ

トボールワールド杯アジア予選の延

期等、スポーツ界にも影響が出始め

ている。  
ミラノ・コリティナオリンピック・

パラリンピックとの関連では、 ICE
職員のミラノ派遣に抗議する 1 千人

以上のデモが同地で繰り広げられた

 
1  オリンピック憲章第 55 条第 3 項で、

「私は、ここに、第（オリンピアード

の番号）  回近代オリンピアードを記念

する、（開催地名）  大会の開会を宣言

します。」と開会宣言が明記されてい

る。 IOC「オリンピック憲章」

（ https : / /www. joc.or. jp/o lympism/cha
rter/pdf /o lympiccharter2024.pdf；最

終閲覧日： 2026 年 1 月 30 日）  
2  Presidential  Actions：
ESTABLISHING THE WHITE 
HOUSE TASK FORCE ON THE 2028 
SUMMER OLYMPICS,  August 5,  
2025.  
(https: / /www.whitehouse.gov/preside
ntial -actions/2025/08/establ ishing-
the-white-house -task- force-on-the -
2028-summer-olympics/  ;  最終閲覧

日： 2026 年 1 月 30 日）  
3  例えば、憲章第 40 条第 4 項には、「競

技 者 が オ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 で ど の 国

の 代 表 と し て 出 場 す る の か を 決 定 す る

ことに関わる問題  は、すべて IOC 理事

会が解決するものとする」とあり、大統

領 が セ キ ュ リ テ ィ ー の 観 点 か ら 入 国 拒

否（出場禁止）することは規程上できな

い。  
4  評議会の加盟国はイスラエル、サウジ

一方で（ 2 月 6 日）、記者の質問で

ICE を批判したフリースタイルスキ

ー・アメリカ代表選手（ 2 月 6 日）

をトランプが「本物の負け犬だ」と

SNS で罵倒し、選手の人権を否定す

る数多くのコメントがインスタグラ

ムに書き込まれるなど、オリンピッ

ク精神を揺るがす事態となっている。

また、 IPC はロシアとベラルーシ選

手団のパラリンピックへの参加を認

めたが、この決定に対してウクライ

ナなどから開会式ボイコット等の批

判がなされている。  

アラビア、トルコなど約 30 か国に留ま

っている（ 1 月 30 日現在）。ブラジルの

ルラ大統領は「新たな国連」づくりと批

判、EU はトランプへの「権力集中」の

懸念から加盟を否定している。  
5  グテレス国連事務総長は、国連本部

での年頭所感において、「平和協議会」

が国連の代わりにはならないと明言し

ている。 Choose peace over chaos,  
Guterres  urges as he sets  out f inal -
year priorities  | UN News,  29 
January 2026。
（ https : / /www.un.org/en/；最終閲覧

日： 2026 年 1 月 31 日）  
6  国際連合広報センター「国連憲章テ

キスト

（ t tps: / /www.unic.or. jp/ info /un/charte
r/text_ japanese/：最終閲覧日： 2026
年 1 月 30 日）  
7  『朝日新聞』 2026 年 1 月 4 日付。  
8  『朝日新聞』 2026 年 1 月 10 日付。  
9  トランプ政権はミラノ・コルティナ

オリンピックに ICE 職員の派遣方針を

明らかにしたが、現地ミラノでは市長

の懸念表明と市民による抗議デモがげ

繰り広げられた（ 1 月 31 日）。 US to  
send ICE agents to  Winter Olympics ,  
prompting Ital ian anger 

https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2024.pdf%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2024.pdf%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2024.pdf%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/establishing-the-white-house-task-force-on-the-2028-summer-olympics/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/establishing-the-white-house-task-force-on-the-2028-summer-olympics/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/establishing-the-white-house-task-force-on-the-2028-summer-olympics/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/establishing-the-white-house-task-force-on-the-2028-summer-olympics/
https://news.un.org/en/story/2026/01/1166853?_gl=1*1nxpxxd*_ga*MTI3MjAyODkyMy4xNzY5OTEzMTQ1*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3Njk5MTMxNDQkbzEkZzEkdDE3Njk5MTMyMTYkajUwJGwwJGgw
https://news.un.org/en/story/2026/01/1166853?_gl=1*1nxpxxd*_ga*MTI3MjAyODkyMy4xNzY5OTEzMTQ1*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3Njk5MTMxNDQkbzEkZzEkdDE3Njk5MTMyMTYkajUwJGwwJGgw
https://news.un.org/en/story/2026/01/1166853?_gl=1*1nxpxxd*_ga*MTI3MjAyODkyMy4xNzY5OTEzMTQ1*_ga_TK9BQL5X7Z*czE3Njk5MTMxNDQkbzEkZzEkdDE3Njk5MTMyMTYkajUwJGwwJGgw
https://www.un.org/en/%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
https://www.un.org/en/%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
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(https: / /news.yahoo.co . jp/articles /6d0
806e689bee7bc4cbf6aa22595fef13c64b
259；最終閲覧日： 2026 年 1 月 31 日 )  
1 0  有賀郁敏「ウクライナ危機とスポー

ツに関する省察  ―「非ナチ化」の教訓

―」『立命館産業社会論集』第 58 巻第

1 号、 2022 年 6 月、 49 -67 頁。  
1 1  国際連合広報センター「アントニオ・

グ テ レ ス 国 連 事 務 総 長 の オ リ ン ピ ッ ク

停 戦 を 呼 び か け る メ ッ セ ー ジ  ― 北 京

2022 冬季オリンピック・パラリンピッ

ク に あ た り （ 2022 年 1 月 28 日 ）」

（ https: / /www.unic.or. jp/news_press/
messages_speeches/sg/43429/；最終閲

覧日： 2026 年 1 月 30 日）。ちなみに、

ロ シ ア は 北 京 夏 季 オ リ ン ピ ッ ク （ 2008
年 8 月）期間中にジョージアに侵攻し、

ソパラリンピック（ 2014 年）後の休戦

期間中にクリミア半島を併合しており、

ウクライナ軍事侵攻が 3 回目である。  
1 2  スポーツ仲裁裁判所 (CAS)は、世界

中のスポーツ紛争を仲裁と調停を通じ

て解決する独立した裁判所で。 1984 年

にスイスのローザンヌで設立された。

当初は IOC の組織だったが、 2014 年

に IOC に代わる国際仲裁評議会 (ICAS)
が設立、同年パリで組織の独立性が承

認された。（ https: / /www.tas-
cas.org/en/general -
information /history；最終閲覧日：

2026 年 1 月 30 日）  
1 3  例えば、「 ROC は、ウクライナでの武

力 紛 争 に 関 し て 何 の 権 限 も 持 た な い と

の主張に対しては、IOC の処分は、武力

紛争に対する制裁ではなく、規則 28.5
と 30.1 に違反してウクライナの地域組

織 を メ ン バ ー と し て 受 け 入 れ た こ と に

対する処分である」と退けている。八木

由里・高松政裕「ロシア・ベラルーシ問

題 に 関 す る ス ポ ー ツ 慣 習 法 の 確 立 と そ

の 運 用 実 態 ―国 家 の 他 国 侵 攻 を 理 由 と

す る ア ス リ ー ト へ の 国 際 大 会 参 加 禁 止

は 許 さ れ な い 人 権 侵 害 と い え る か ―」

『法務財団研究報告書』第 170 号、2024
年、 28-29 頁。  
1 4  『東京新聞』 2026 年 1 月 13 日付。  
15 『朝日新聞』 2025 年 9 月 29 日付。  
 
 

1 6  『朝日新聞』 2025 年 10 月 23 日付。 
1 7  国公共放送『 BBC』は、英国でも労働

党、自由民主党、緑の党、プライド・カ

ムリといった政党の議員 23 人が、国際

的な各スポーツ団体に対し、サッカーワ

ー ル ド カ ッ プ を 含 む 主 要 国 際 大 会 か ら

米 国 を 除 外 す る こ と を 検 討 す る よ う 求

め る 動 議 に 署 名 し た と 報 じ て い る 。

(https: / /www.msn.com/ja-
jp/news/world /；最終閲覧日：2026 年 1
月 30 日 )。  
1 8FIFA ワールドカップ 2026 大会をめ

ぐるボイコット問題の解明は本小稿の

範囲を超えるが、問題の震源地（発信

源）は同じといってよい。この点に関

しては、 Anno Hecker,  Sol lte  der 
deutsche Fußball  über e inen WM-
Boykott nachdenken? 
（ https : / /www.faz.net/aktuel l /sport/ f
ussbal l / fussbal l -wm-2026-sol l te-der-
dfb-ueber-einen-boykott -nachdenken-
110825149.html：最終閲覧日： 2026
年 1 月 30 日）参照。  
1 9  ドイツで は、グ リーン ランド領 有を

め ぐ る ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 に 対 す る 圧 力 を

きっかけに、ドイツサッカー連盟副会長

の ゲ ト リ ッ ヒ が ボ イ コ ッ ト 議 論 の 必 要

性を訴え、実際に領有となった場合、国

民の 47％がワールドカップボイコット

に賛成としる世論調査結果が出ている。

Frankfurter  Rundschau,  21.  Januar 
2026.なお、前回カタール大会（ 2022 年）

での FIFA との確執の教訓から、ドイツ

チ ー ム の ボ イ コ ッ ト の 本 気 度 は 低 い と

い う 論 評 も あ る 。 Frankfurter  
Allgemeine Zeitung,  26.  Januar 2026.  
2 0  USOPC は大統領令に従い、 2025 年

7 月 21 日に規定を変更し、男性として

生まれ、女性を自認するトランスジェン

ダ ー 選 手 の 女 子 競 技 参 加 を 禁 止 し た 。

『朝日新聞』 2025 年 7 月 24 日付。  
2 1  「オリンピック憲章  Olympic 
Charter2020 年版・英和  対訳」（ 2020
年 7 月 17 日から有効）  
https: / /www. joc .or. jp/o lympism/charte
r/pdf /o lympiccharter2020.pdf（ 2020 
年  9  月  14 日  最終閲覧）。 IOC は

「オリンピック・アジェンダ 2020 
20+20 提言」を策定し（ 2014 年）、 14

https://news.yahoo.co.jp/articles/6d0806e689bee7bc4cbf6aa22595fef13c64b259%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
https://news.yahoo.co.jp/articles/6d0806e689bee7bc4cbf6aa22595fef13c64b259%EF%BC%9B%E6%9C%80%E7%B5%82%E9%96%B2%E8%A6%A7%E6%97%A5%EF%BC%9A2026
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